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平成22年度 むつ市都市計画の見直し 

参考資料 

用途地域計画図 
むつ地区3枚 
大畑地区1枚 

第38回むつ市都市計画審議会 

用途地域字界図 
むつ地区3枚 
大畑地区1枚 

都市計画道路計画図（廃止） 
むつ地区3枚 
大畑地区2枚 

臨港地区字界図 
1枚 
 

用途地域とは 地区計画とは 特別用途地区とは 
都市計画道路とは 臨港地区とは 

日時 平成23年2月21日 14：00から 

場所 本庁舎 大会議室1 
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むつ１ 用途地域計画図 
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むつ２ 用途地域計画図 
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むつ３ 用途地域計画図 
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大畑 用途地域計画図 
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むつ１ 用途地域字界図 
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むつ２ 用途地域字界図 
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むつ３ 用途地域字界図 



No.9 

大畑 用途地域字界図 
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むつ１ 都市計画道路計画図（廃止） 
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むつ２ 都市計画道路計画図（廃止） 
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むつ３ 都市計画道路計画図（廃止） 
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大畑１ 都市計画 
道路計画図（廃止） 
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大畑２ 都市計画道路計画図（廃止） 
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むつ臨港地区字界図 
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用途地域とは 
◆用途地域は、都市計画が定める地域地区のうち最も基礎
的なもので、住居系、商業系、工業系による建築物の規
制・誘導を行い、居住環境の保護や都市機能の維持、増
進を図るために定めます。 

②は現在、指定なし。 

④を新規に新町地区に指定する案となっています。 

①第一種低層住居専用地域 
②第二種低層住居専用地域 
③第一種中高層住居専用地域 
④第二種中高層住居専用地域 
⑤第一種住居地域 
⑥第二種住居地域  

⑦準住居地域 
⑧近隣商業地域 
⑨商業地域 
⑩準工業地域 
⑪工業地域 
⑫工業専用地域  
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用途制限のイメージ その１ 参考：『青森県の都市計画』 

住居系 

用途地域 



No.18 

用途制限のイメージ その２ 参考：『青森県の都市計画』 

商業系 

用途地域 

工業系 

用途地域 
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建築物の用途制限 その1 参考：『青森県の都市計画』 
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建築物の用途制限 その2 参考：『青森県の都市計画』 
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地区計画とは 
◆地区レベルの市街地の形成は、主として住民等の開発行
為、建築行為等により行われますが、ミニ開発の進行等
の問題に対処するため、宅地回りの施設と建築物の形態、
敷地等に関する事項を一体的に定めることができ、良好
な市街地の整備及び保全を図る目的で昭和55年に設けら
れました。 

◆地区毎のまちづくりを進めるための都市計画の手法の一
つです。 
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特別用途地区とは 
◆用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性に
ふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的
の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定め
る地区です。 

◆地域の特性や実情に応じたまちづくりを推進するための、
広い意味での地方分権の一環として、市町村がその創意
工夫の下に、住民の意向を踏まえつつ、多様なニーズに
応じた柔軟な対応ができるように、市町村が具体の都市
計画において定めることができます。 
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都市計画道路とは 
◆都市計画道路は、都市の健全な発展と秩序ある
整備を図るため、都市計画法にもとづいて決定さ
れた道路で、都市に必要な道路の建設を円滑に行
うため、事前にルートを示すとともに、道路予定地
内において、比較的容易に移転、除去できるもの
（階数２階以下でかつ木造等）以外の建築制限を
行うものです。（都市計画法第53条による制限） 

◆都市計画道路はその種別や規模により、県決定
（国道、県道、市道等のうち4車線以上）と市決定
（市道等のうち4車線未満）に区分されます。 
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参考：青森県資料 

木造等の比較的容易に除去
できるものに限る 

都市計画道路の建築制限 
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臨港地区とは 
◆臨港地区は、都市計画法第９条２２項により港湾
を管理運営するため定める地域地区です。 

◆臨港地区は、都市計画法第２３条４号により、港湾
管理者が申し出た案に基づいて定めるものとされ
ています。 


